
【資料】           第２回政府交渉（８月２３日）の質問と回答および質疑 

 

労働者と住民の健康と安全を守り、生じた被害は補償することを求める要請書に係る  第２回政府交渉の質問書 

平成２３年８月９日（８月１９日、緊急作業従事者に係る問題の部分を全面改訂） 

双葉地方原発反対同盟、原水爆禁止国民会議、原発はごめんだ！ヒロシマ市民の会、反原子力茨城共同行動、原子力資料情報室、ヒバク反対キャンペーン 
前文 

６月２１日の第１回政府交渉では、 

厚労省は、 

①緊急作業従事者の被曝限度の引き上げおよび年限度５０ミリシーベルトの撤廃については問題があることは認めつつも撤回は拒否し、②緊急作業従事者への健康管理手帳の交付については近く

開かれる検討会の検討を待つとし、③がん、白血病の放射線起因性の認識については、科学的・医学的・国際的に放射線との関係が認められているとする健康局長答弁からは大きくかい離した、

被爆者援護法のもとでは認められているとの回答でした。 

支援チームを主導している経産省は、 

健康手帳の交付は重要な手段の１つと表明しましたが、県民健康管理の目的として「国が責任を持って治療を含む健康補償を行う」という最も根本的な点については言明しませんでした。 

文科省は、 

１ミリシーベルト以下を目指すとしながらも「年２０ミリシーベルト基準」を学校活動に適用した「３．８マイクロシーベルト通達」については撤回を拒否しました。 

事故発生から５ヶ月が過ぎようとしていますが、住民は放射能汚染と被曝のもとで生活することを強要されています。 

国が責任をもって全県民の生涯にわたる健康補償を行うことは一度も明言されていません。９月から始まる「県民健康管理調査」の本格調査は全県民２００万人が対象ですが、詳細調査は県下の１８歳

以下全員３６万人の甲状腺検査、避難区域等住民２０万人の健康診査、質問紙調査、県下の全妊産婦２万人の質問紙調査に限定されています。長期健康管理は健康補償からは程遠いものです。 

緊急作業従事者の長期健康管理については、離職者の健康診断など対象者を限定する方向で検討が進められています。 

 

質問事項 回答 おもな質疑 

１ 福島県民の健康管理調査と健康管

理について 

（１）全県民を対象に健康調査の記録を

保存する手帳「健康管理ファイル（仮

称）」をつくると報じられています。私

たちは、この中に「国策として原発を推

進してきた国が責任をもって生涯にわ

たり県民全員の健康補償を行う」と明記

されるべきであると考えます。見解を示

して下さい。 

（１）これについてはご承知の通り福島県が行う健康管理調査ということについてですね、健康管理フ

ァイル、これ仮称となっておりますけども、こういうのが整備されるということが、計画があるとは聞

いております。この調査というのは福島県が主体となって実施しているというふうに認識しておりまし

て、これに関して、政府として生涯にわたって県民全員の健康補償を行うというような記載を求めると

いうことは考えておりません。なおですね、政府としましては２３年度の２次補正予算に於いて原子力

災害から子どもをはじめとして住民の方々の健康を確保するために必要な事業これが県民健康管理調査

なんですけれども、１年２年で終わるのではなく中長期的に安定して実施できるように将来の経費を含

めて基金というかたちで計上しております。こういったことで福島県について全面的に支援していくと

いうふうに考えております。 

 

県を支援するということだが、国としての責任

（過酷事故を起こした責任、被曝させた責任、健

康管理の責任）はどうなのか。県への支援は法に

基づくのか。責任が無ければ予算はつかないので

はないか。検討会にも参加しているではないか。 

◆支援チームの担当者レベルでは国の責任につ

いては言えない・・・この回答に終始。 

持ち帰り後ほど「責任ある回答」をすることに。 

――その後の質疑で制度設計担当者（細野チー

ム）から出た回答―― 



（２）避難区域等を対象に2012年2月

まで医療費の個人負担が全額無料とな

っています。私たちは対象を全県民に、

期限を被災者の生涯に拡大するべきで

あると考えます。見解を示して下さい。 

（３）被爆者援護法を参考に、上記の

（1）、（2）を包括する法的整備を行うべ

きであると考えます。見解を示して下さ

い。 

 

 

 

 

 

 

 

（４）この事業に係っている国の「生活

支援チーム」は経産省が主導していま

す。原発推進の経産省は県民を被曝させ

たいわば被告であり、県民の側に立つ徹

底した健康管理事業に係るにはふさわ

しくありません。国民の命と健康に直接

責任を持つ厚労省が主導すべきである

と考えます。見解を示して下さい。 

（５）健康影響について 

政府はこの事業を進めるに当たり、今後

県民に健康被害が生じる可能性は低い

が「安心のため」と考えているのですか、

それとも健康被害が生じる可能性が高

いと考えているのですか。 

（６）住民の参加について 

住民も参加して健康管理調査と健康管

（２）医療費の個人負担全額無料ということで、対象を全県民に、期限を生涯に拡大すべきということ

でありますが、調査については福島県が主体となっておりますからこういった要望については持ち帰り

まして県に要望として伝えたいと思っております。 

 

 

（３）（1）、（2）を包括する法的整備を行うべきということでありますが、この点に関しましては先

般ＩＡＥＡに提出されました報告書にも記載していた通り原子力安全規制に関する組織や制度の見直

し、責任体制の明確化等図ることが重要と考えておりまして、この点について総理から原発担当大臣で

あります細野大臣に検討するよう指示が出されていると承知しておりますので、そういった所で検討さ

れるべきものと認識しております。 

－内閣官房からの補足－ 

今、支援チームの高橋さんの方から回答があった法的整備を行うということについては、先ずは法的整

備を含めてですね、被災された県民の方々が安全で安心に生活を長期的に継続的に進めていくことが重

要だと考えています。こういった観点から安全安心ということを前提にですね皆さんが一番安心できる

形でのシステムを作るといったことが重要だと思いますので実効性のある体制作りを主眼に置いて進め

る必要があると考えております。 

（４）厚労省は回答拒否（出席を拒否） 

 

 

 

 

 

 

 

（５）健康影響についてでございますが、現時点で予想される外部被曝、これは環境モニタリングの数

値、あと内部被曝線量、これは先般放医研の方でも先行的に調査しましたけど、線量から考えるとがん

等の確率的な影響の発生率これが大きく増加する可能性は低いと考えております。しかし今般原発事故

で避難された住民の方々、あと福島県民の皆様については、今現在それから今後将来についてですね、

健康について大きな不安というのがあるというふうに認識しておりますのでこういったことについては

中長期的な健康管理というものが行われることが重要と考えております。 

（６）住民の参加についてですが、福島県が行う県民健康管理調査これについては全県民、これは今年

の３月１１日時点で県内に在住されていた方なんですけども、対象に調査票というのを郵送、今一部を

①� ５月１７日の対策本部文書で責任について

明記している。（以下は該当部分の抜粋で

す：「国策として進めてきたものであり、今

回の原子力事故による被災者の皆さんは、い

わば国策による被害者です。・・・最後の最

後まで、国が前面に立ち責任をもって対応し

てまいります。」） 

②予算は内閣府で要求するが、形式的には原子力

政策を進めてきたのでエネ特会で救済する。 

 

原発推進のエネルギー特別会計から出ることに

ついて問題点を指摘。（４）の件もあわせて回答

を服部事務所に届けるよう求める。 

◆希望しているような回答には文書ではできな

いかもしれない。 

◆予算は形式的には経産省だが、実態は内閣府で

ある。 

健康の調査管理は専門知見が必要。厚労省ではな

いが民間の医者、また厚労省からの派遣もある。 

 

特別立法として制度を作り実施すべきことだ 

◆法的整備の形になるのか財政サポートになる

のかは今後に待つ。システムができていくことは

大事。 

 

ＡＢＣＣ調査の問題を知っているか 

◆知らない（支援チーム、内閣官房の4名全員） 

司会から、広島・長崎の被爆者に対して治療を行

わないデータ収集の調査が行われたと説明 

 

可能性は低いと判断した根拠を、内部外部のデー

タをあげて示せ。 



理を進めるべきです。どのように考え

て、対応しようとしているのですか。 

 

 

（７）健康管理調査について 

①対象者の連絡先はすべて把握できて

いるのですか。把握できていない場合に

はどのように対処しようとしているの

ですか。 

 

 

 

②外部被曝線量については、行動記録等

による推計値（線量）が個人に伝えられ

るのですか。 

その際、推計した根拠はどのように示さ

れますか。行動記録そのものは個人に還

されますか。 

③詳細調査も全県民を対象とすべきと

考えます。健康診査等の対象を２０万人

とする根拠を示して下さい。 

 

 

 

④詳細調査に内部被曝の検査は含まれ

ますか。 

（８）長期健康管理の対象、期間、内容

等について 

①次年度以降の長期健康管理の対象、期

間、内容を示して下さい。 

②長期健康管理は全県民を対象とし、期

間は生涯とすべきだと考えます。見解を

先行的に郵送しているのと今後全県民の方にも郵送する予定でありますが、こういった調査票等の回答、

こういったものを住民の方々に直接書いてもらうということで、住民の方々が参加するかたちで被曝線

量の推定評価などを行っていくということをしていると聞いておりますので、そういった意味で住民も

参加して行われる調査というふうに考えております。 

（７）①これについては先ほどちょっと言いましたが、先行調査地域に対して現在問診票を配布してお

りまして、これが対象として２万８千人というふうに聞いております。ただ現在で２万８千人に対して

約１割程度あて先不明で帰ってきているというふうに聞いておりまして、今後全県民の方を対象に問診

票をお送りするんですけども、住民票を移された方、役所に届け出をされている方については把握がで

きているところなんですけども、自主避難された方でですね、例えば避難先の役場で手続きをしてない

方については連絡先が把握が難しくなってございますけども、そこは福島県の方から各自治体の方に案

内を出しておりまして、そういった関係町村と連絡を取りつつですね、順次発送していくというふうに

聞いております。全ての方にいきわたるようにやると聞いております。 

②基本調査に於いて外部被曝線量の解析結果、こういう解析をするんですけども、その結果については

調査した方に対してその結果を通知するというふうに聞いております。通知に際しては説明会などを開

くこととして分かりやすい方法で結果についてお知らせするというふうに聞いております。 

 

 

 

③県民健康管理については、まず基本調査ということで問診票をお送りして、住民の方々の行動をもと

に線量評価を行ってその結果詳細調査の対象者を選定するというふうに聞いております。詳細調査なん

ですけど、福島県下の１８歳以下の方全員を対象にした定期的な甲状腺の検査、あと全県民の方を対象

にした生活習慣病などの健康診査、あと先ほど言いました避難区域等の住民、基本調査の結果ある程度

線量が認められた方を対象に心の健康に関する調査でありますとか、県内の妊産婦の方を対象に妊産婦

調査というのを実施する予定であると聞いております。 

④詳細調査については内部被曝の検査は含まれていないというふうに聞いております。これについては

一般的な健康診断を予定していると聞いております。 

（８）①次年度以降の調査については継続をしていくんですけども、調査の感覚とか内容については現

在検討中というふうに聞いております。 

 

 

②政府の方としては基金として積み立てておりますので長期的に管理していくと、そういう計画である

と、また健康管理を行ったデータ等についてはデータベースを構築してですね、それをまた長期的に管

◆内部被曝は122 名を対象に測定したがCs137、

134合わせて1mSv未満で相当に低いと評価してい

るとの回答のみ。外部被曝はとの質問にはスクリ

ーニング調査と混同。根拠として 100msv 以下で

はと説明し始めたので２番にまわすことに。 

検討会議事録の公開、住民に対する検討会の公

開、住民の選んだ委員の参加など健康管理委員会

に伝えよ。 

◆何々要望したか服部事務所に伝える。 

 

 

 

 

行動記録そのものは個人に還されるのか、回答な

し。 

 

 

 

健康診査等の対象を２０万人とする根拠は示さ

れず。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

長期という表現に終始し、生涯かどうかは示され

ず。 



示して下さい。 

③長期健康管理に「がん検診」は含まれ

ますか。精密検査の費用は個人負担です

か、公費負担ですか。 

④保健医療サービスの提供として、「引

き続き、住民検診、健康相談等を実施す

るとともに、必要に応じ、適当な保健医

療サービスに結びつけることにより、住

民の健康状態の悪化を予防する。」とさ

れていますが、国が健康診断から治療ま

で一貫して責任を負うということが明

確ではありません。これについて見解を

示して下さい。 

（９）基金について 

政府の交付金と東電の出資と合わせて

１０００億円が基金に充てられると伝

えられています。 

１人あたり経費はＪＣＯ臨界事故の住

民健康診断とほぼ同じ水準で全く不十

分であると考えざるを得ません。１００

０億円の根拠を示して下さい。 

理していくと、そういう計画であると聞いております。 

③がん検診につきましてはですね、今市町村が行っているがん検診の結果を利用させていただくという

ふうに聞いておりまして、この費用につきましてはそれぞれの各市町村の仕組みというかですね、それ

に乗ってやられていくと聞いております。 

④（1）にもあたるんですけども、福島県民の健康管理調査については福島県の方が主体になっておりま

すんで、政府としまして、繰り返しになりますが、予算の方で基金というものを計上して全面的に福島

県を支援していこうと、いうふうにしております。 

 

 

 

 

 

 

（９）基金ですけれども、まさに今福島県庁さんのほうで制度設計をしている最中でございまして、条

例がそろそろ出来上がるというところでございまして、それとあわせましてうちのチームと県庁とです

り合わせを行っている最中でございます。そのため中身を詳細にというのは、まだ県庁さん側の作りこ

みの最中ですので詳しくは申し上げることはできないのですけれども、大体の内容といたしましては全

県民あてのアンケートを実施するとか、あとは検査、外部被曝内部被曝の検査の体制を整えるという意

味で機材の購入ですとか、そういう枠を積む予定であるというお話がありまして、あと大きなボリュー

ムは長期的な健康調査ということで、避難されている住民の方、子供を対象にするかどこまで対象にす

るかも含めてということで、場合によっては１０年、２０年、３０年と長期にわたってズーと継続して

行っていきますので、ほとんどのボリュームがここに、１０００億円の根拠とありますけれど、ん百と

いうボリュームがここになってくると予定されているようでございます。それ以上の仔細な制度はこれ

から決まっていくものと予定されておりますので、今現在は以上でございます。 

 

 

 

 

治療の扱いについて、具体的な説明なし。 

２ ２０ミリシーベルト基準について 

（１）政府は事故による住民の被曝につ

いて２０ミリシーベルト／年の基準を

設けました。２０ミリシーベルトの健康

影響について見解を示して下さい。 

 

 

 

（１）原子力安全委員会は４月１９日に、「学校の校舎校庭等の利用判断に関する暫定的な考え方」と

いうものに対する助言をしております。この中でも非常事態収束後の参考レベルとしてＩＣＲＰが示し

ている１～２０ｍＳｖというバンドを適用し、この中で可能な限り１ｍＳｖを目指して防護措置を取る

べきという助言をしております。この中でですね、可能な限り防護措置を講じていただいて内部被曝を

含めて１ｍＳｖを目指して防護措置がなされるということをもって４月１９日の場合には原子力安全委

員会として重視すべき点を文部科学省および原子力災害対策本部にお伝えし、そしてこの暫定的考え方

いうものに関して助言をしたというものでございます。一方でこの２０ｍＳｖの健康影響につきまして

は５月２０日に「低線量放射線の健康影響について」という文書を原子力安全委員会が公開をしており

以前の交渉で、対策本部は、緊急時であるので２

０～１００ｍＳｖの下方をとると説明した。 

◆対策本部はごくたまにそういう間違った説明

をすることがある。原子力安全委員会の認識とは

違っている。計画的避難区域の外の人々が暮らす

地域には「現存被曝状況」が適用される。 

 

今の現存被曝の定義は政府見解なのか。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）住民が２０ミリシーベルトを被ば

くした場合の健康影響は、例えば１万人

の集団が全員２０ミリシーベルトを被

曝すれば、集団線量は２００人・シーベ

ルトとなり、広島・長崎の死亡調査によ

れば、この集団から「がん・白血病死」

だけでも２０人の被害が生じます。私た

ちはこのような被害を強要する２０ミ

リシーベルト基準を撤回すべきだと考

えます。見解を示して下さい。 

 

 

 

 

 

 

ます。この中でも１００ｍＳｖ以下の低線量についても健康影響が、リスクというものが、見込まれる

ということを書いております。ただしがんリスクが見込まれるものの、統計的に１００ｍＳｖ以下の被

曝線量ではその確率的影響のリスクを直接明らかにすることが疫学的手法によってはできないというこ

ともこの紙の中では書いております。ただ一方で原子力安全委員会として政府に求めていることは、放

射線防護に対する防護措置をする際には１００ｍＳｖ以下の低線量域、こちら確率的影響の存在が見込

まれているものの不確かさがありますが、これはあるものと考えて防護措置をすべきだということを政

府に対して常に言っております。１００ｍＳｖ以下の健康影響でございますが、１００ｍＳｖの被曝に

よって、生涯がん死亡リスクが０．５５％追加されるというのが、これがＩＣＲＰも言っていることで

すし、様々な国際的な学会でもコンセンサスとなっているところで、原子力安全委員会も１００ｍＳｖ

の被曝は生涯のがん死亡リスクを０．５５％上乗せするものであると考えております。そして、１００

ｍＳｖ以下の被曝線量についてもこの被曝線量に比例をしてリスクがあるものと考えて防護措置を取る

べきだというのが原子力安全委員会の立場でございます。ですので、２０ｍＳｖの健康影響ということ

であればその５分の１ですので、０．１１％生涯のがん死亡リスクを上乗せするものに相当すると考え

ております。原子力安全委員会としてはこういった２０ｍＳｖの被曝が、今回学校の文脈でご質問いた

だいておりますが、学校の校庭等で活動するお子さん方が被曝をするということは認めておりませんし、

こちら国会等でもですね原子力安全委員会も述べているところでございます。 

（２）本来原子力災害対策本部がお答えする、もしくは文科省がお答えするような問いかとも思います

が原子力安全委員会の立場としてお答えします。 

原子力安全委員会は７月１９日に「放射線防護に関する基本的な考え方」という文書を示しています。

その中でも計画被曝状況という、通常の我々いま暮らしている、こういった、東京であるとかですね、

そういった状況であれば、公衆被曝は１ｍＳｖいうのが線量の限度として適用されるべきであると考え

ています。一方で、現存被曝状況という、生活をするうえでですねどうしても存在してしまう、すでに

存在している被曝状況というものは、こういった計画被曝状況とは別途考えるべきというのが国際的な

ＩＣＲＰやＩＡＥＡ等でも考えられているコンセンサスを得ている考え方でございます。そういった現

存被曝状況においては参考レベルという概念を適用しまして、その参考レベル以下の被曝線量になるよ

うに防護措置を取るべきだというのがＩＣＲＰの考えでございます。原子力安全委員会も同じ考えを取

っておりまして、１～２０ｍＳｖという幅の中のなるべく下の方、下方をとって、そこの参考レベルと

いうのを政府が定めて、これは政府の様々な予算措置であるとかですね、政府が投入できる政策のリソ

ース、人員等にもよるのだと思いますが、１～２０のなるべく下の方、下方で参考レベルというものを

設定して、それ以下の被曝状況になるように様々な政策が行われるべきで、さらにそういった防護対策

を行う際には関係者とも十分な協議を行い、自治体の方市民の方々とも議論を行って、そして防護対策

が行われるべきである。さらにその防護対策を行う際には、外部被曝のみならず内部被曝も含めて、そ

◆安全委事務局：政府には伝えているが、政府と

してどういう考えを示すかは政府の判断だ。対策

本部に聞いてほしい。 

 

２０ミリ基準を撤回すべき。 

◆安全委事務局：実際に子供たちが２０ミリ被曝

することはあってはならないというのが原子力

安全委員会の立場。 

◆安全委事務局：文科省は２０ミリを基準とは言

っていないと考えている。文科省は３．８マイク

ロはあくまで暫定的と言っていた。下がらなけれ

ば何らかの措置をとるとも言っていた。ヨウ素の

減衰、ウエザリングによる減衰を考慮していなか

った。 

◆文科省：撤回するという問題ではないと言い続

けた。 

 

原子力安全委員会の考えと政府のやっているこ

ととは矛盾している。賠償の問題でも２０は生き

ている。 

◆安全委事務局：引き続き伝えていく。 

 

妊婦や幼児は成人の３倍以上危険。 

◆安全委事務局：よく検討して政府にも伝える。

これまでも配慮すべきということを言っている。 

 

妊婦や幼児は何倍高いとはっきり示すべきだ。 

３.８になっていないということで、汚染地域で

赤ちゃんが暮らしている。親は悩んでいる。県レ

ベルでは３．８がいまだに生きている。県に指導

して施策に反映するべきだ。 

◆安全委事務局：広報など周知が徹底していなか



 

 

（３）６月２１日の交渉で、「年２０ミ

リシーベルト基準」を学校活動に適用し

た「毎時３．８マイクロシーベルト通達」

の効力は８月下旬までと文科省の説明

がありました。再確認を求めます。 

して生涯の被曝線量をしっかり考慮した全被曝経路を考えるべきであるということをこの文書の中で示

しております。 

（３）ご指摘の通りこの暫定的考え方は夏季休業終了、ですからおおむね８月末までの期間を対象とし

た暫定的なものでございます。現在学校の校庭の空間線量の継続的なモニタリングの実施、さらには原

子力災害対策本部、原子力安全委員会等のご助言をいただきながら９月以降の新たな考え方について検

討しているところでございます。 

ったので取り組んでく。 

 

集団線量を採用するのか 

◆安全委事務局：現在集団線量で防護措置を考え

ることはしていない。ご意見や質問を含め委員に

しっかり相談して伝える。 

 

現に福島では高い線量で、１ミリははるかに超え

ている。モニタリング結果に基づいて子供につい

ての参考レベルを示すべき。 

◆安全委事務局：政府に言ってまいります。 

 

原子力安全委員会は直線関係があると考えて防

護措置をとれと言った。実際にがんが起きると思

う。起こった場合文科省はどうするのか。 

３ 緊急作業従事者に係る問題 

（１）緩和された線量限度を元に戻すこ

とについて 

緊急作業の従事者は７月中旬で１万６

０００人に達しています。現場では依然

として杜撰な放射線管理の状況が続い

ています。７月２９日の段階でも、３月

～４月の入域者の内部被曝検査さえも

未完了で、協力会社社員約１３２人との

連絡が取れていません。東電の不完全な

報告でも、年限度の５０ミリシーベルト

を超えた労働者は４１２名に達してい

ます。 

①緊急時被曝線量限度を２５０ミリシ

ーベルトに引き上げたことについて、 

このような多数の作業者が大量被曝す

る結果を招いた限度を至急に元に戻す

（１）①②併せてご回答させていただきます。これは国会の中で厚労省の政務三役が何度か答弁をして

いるところでございますので、１００ｍＳｖへの引き下げ、これは検討を随時進めているという状況に

当然ございます。ただその具体的内容ですとか、あわせて５０ｍＳｖの件これをどうするかということ

については、内容が政治的判断を含むものでもあるということもあり事務方からお答えするのは差し控

えさていただきます。ただ、当然のことながら東電福島第一原発の収束の状況を、これを見ながら経産

省の方とも相談しつつ、１００ｍＳｖの引き下げの時期について検討することになりますし、あるいは

５０ｍＳｖのあり方についても考えていきたいと思っています。 

－原子力安全保安院－ 

私どもの方からご回答申し上げますのは①の２５０ｍＳｖに引き上げられた緊急時被曝の話でございま

す。今厚労省さんからお話がございましたように国会等々で答弁等しておりますとともに厚労省さんで

も随時検討が進められているというころでございます。私ども原子力安全保安院としましてはそのよう

な検討の他に、基準とは別にまず被曝を低減するということについては事業者自らが被曝の量をどのよ

うにしたら低減できるか、そういったものを創意工夫を加えながら自らの努力が必要であると、これは

さらに努力が必要であると考えておりますので、我々は独自に東京電力に対して被曝低減に対してどの

ようなことを行うべきか、東京電力としてどのようなことを行うかとか、そういった意味での行政指導

を行っているところでございます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



べきであると考えます。厚労省は引き上

げられた限度２５０ミリシーベルトを

元の１００ミリシーベルトに戻す方向

で検討していると報道されていますが、

具体的に説明して下さい。 

②福島第一原発の緊急作業従事者が他

の原発で通常作業に従事する場合に年

間５０ミリシーベルトを取り払ったこ

とについて、 

原発はほとんどが停止状況になってい

くとみられており、緊急作業で５０ミリ

シーベルト以上被曝した作業者につい

ては「被ばく低減を優先して」、更に他

の原発で放射線業務に従事することは

避けられると考えます。取り払った限度

を元に戻すことは検討されていますか。 

（２）緊急作業従事者の長期健康管理に

ついて 

私たちは、事故がもたらした危険な現場

で緊急作業に従事した労働者全員に「健

康管理手帳」を交付し、生涯にわたる無

償の健康管理を行うことが必要である

と考えます。 

第３回「東電福島第一原発作業員の長期

健康管理に関する検討会」（以下第３回

検討会と記す）に提案された「被ばく線

量に応じた長期健康管理について（案）」

では、緊急作業従事者全員を対象に所属

事業場における通常の健康管理を行い、

５０ミリシーベルト超の従事者には年

１回の目の検査を、１００ミリシーベル

ト超の従事者には加えて年１回の甲状

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）①のデータベース登録証についてですが、健康管理手帳の役割を包含するかどうかといったこと

につきましては今回の検討会の報告が後ほど出ますのでその報告を踏まえて、具体的にどのような制度

とするのが望ましいか、健康管理手帳制度と別物になるのかあるいは同様になるのか、一番使いやすい

形を検討していきたいと考えています。離職後の健康管理も含めて行うという点からは機能としては似

た部分があると考えています。今回のデータベース登録証なんですけど、目的としては本人確認が円滑

に適切に行えるように交付するものでございまして、健康管理の実施の具体的事項につきましては、グ

ランドデザインに書いてある通りなんですけども、まず緊急作業に従事した労働者に於いては長期的に

心身の不安を感じる労働者がいると。こういったことから離職後を対象として健康相談窓口を設置する

と。また緊急作業に従事した労働者のうち、緊急作業終了時点において通常の放射線業務の被曝線量を

超える者、こういった者については定期的な健康診断を実施すると、また従来の放射線業務で想定して

いない被曝線量、こういった方については又必要な検査を実施するといったものになっております。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

特別法を制定して責任をもって長期にわたる管

理を行うべきだ。 

◆意見が出たことは上に伝える。我々は立法には

責任を持つ回答はできない。 

 

１００ミリ以下でもリスクがあると、防護措置を

取れと安全委員会は言っている。１００ミリを超

えた人だけ甲状腺検査とがん検診を行うのはな

ぜか。 

◆全員を対象にするという議論はあるかと思う

が、そんなに被曝していない人もいる。今回の被

曝作業者だけを全員対象とする意味があるのか。 

◆検査で被曝することもある。 

◆白血病の検査をやるべきという意見も出たが、

発生数は少ない。一般検査の赤血球検査で白血球

の検査も含まれている。 



腺の検査とがん検診（胃、大腸、肺のみ）

を行うとされています。 

①グランドデザインに示されている全

員に手渡される「データベース登録証」

は、「離職後の制度としての国の健康管

理」を受けられることを保証する健康管

理手帳の役割を包含するのですか。 

②個人線量計をもたないで作業したケ

ース、内部被曝線量が測定できなかった

ケース、東電の公表値に含まれていない

免震重要棟滞在時および移動中の被曝、

他の原発での作業による被曝、などの線

量はどのように扱われるのですか。 

③甲状腺の検査とがん検診を１００ミ

リシーベルト超の従事者に限定する理

由を説明して下さい。 

④厚労省は集積線量が５．３ミリシーベ

ルトの原発労働者に発症した白血病を

労災認定しています。甲状腺の検査とが

ん検診を全員対象とすべきであると考

えます。見解を示して下さい。 

（３）離職時のＷＢＣ検査について 

緊急作業の現場は内部被曝の危険が高

く、定期のＷＢＣ検査とは別に、離職時

のＷＢＣ検査が必要と考えます。見解を

示して下さい。また、厚労省は東電に対

してどのように指導しているのですか。 

 

 

 

 

 

 

 

②線量についてはデータベースそのものとしては細かい対応についても記載できるものとする、で入力

するものについては線量の数値だけではなくていろんな項目で認識できるものとするというふうに考え

ております。 

 

 

 

③限定する理由といったところでございますけれども、今回グランドデザインに記載してある通り、緊

急作業に於いて従来の被曝線量、まあ従来の放射線業務では想定していない被曝線量に対する特別な措

置というふうに考えています。 

 

 

 

 

 

（３）内部被曝の恐れのある場所に立ち入る、作業に従事される労働者の方については電離放射線障害

防止規則によりまして３ヶ月に１回内部被曝の測定を義務付けをしております。そういったように法令

上はなっておるんですけれども東京電力福島第一原発におきまして緊急作業に従事される労働者、作業

員の方につきましては１月に１ぺん測定をやるように東京電力の方に対して私どもの方から指導させて

いただいているところでございます。現時点では１月に１ぺんというのはできていない状況なんですけ

ども、東京電力の方から９月からは１月に1ぺんの運用ができると、そういった報告を受けているとこ

ろでございます。わたしどもといたしましてはこういった報告を受けるのみならず、きっちり、場合に

よってはＪビレッジに、Ｊビレッジで内部被曝の測定をＷＢＣを置いて今後やっていくと報告を受けて

おりますので、場合によってはそういった所に立ち入りをしてしっかり測定がおこなわれているかどう

か、確認をしっかりとしていきたいと考えております。 

◆検討会ではがんについては１００以上という

議論になっている。 

◆望ましい形は検討待ちである。 

 

線量計をもたなかった人の記録はどうなるのか。 

◆代表の線量を記録し、その旨記載する欄を設け

る。 

 

作業時以外の被曝は。 

◆滞在期間も含めて自由に記録できるデザイン

になっている。 

 

住民としても被曝する福島現地の労働者の扱い

は言及されず。 

 

データベース登録証をもらっても大部分の労働

者には離職後の健康診断・がん検診につながらな

い。全員が健康管理を受けるべきだと思う。線量

もかなり明らかになってきている。健康影響はど

う考えているのか。 

◆今回の質問にはなかったのでここには担当者

がいない。 

 

離職（離脱）時にＷＢＣ測定をしていないと、最

終的な内部被曝の評価が行えない。時間が無くて

取り上げることができなかったが、（３）の回答

は質問とは全くすれ違ったものである。 

 


